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ホテル日の出岬からのお知らせ

ホテル日の出岬は町民の皆さまの大切な財産です。
ぜひ、ご利用をお待ちしています。ホテルに対するご意見、
ご要望がありましたら、何なりとご連絡ください。

　　  オホーツク温泉ホテル日の出岬
☎0158 ‐ 85 ‐ 2626

今回は、消滅時効の援用につい
てお話ししたいと思います。

　「消滅時効」や単に「時効」とい
う言葉は聞いたことがある方も多い
かと思います。「時効」という言葉は、
大きく3つの場面で使われること
が多いと思います。それは、今回お
話しする「消滅時効」、「取得時効」、
「公訴時効」です。
　「消滅時効」は、簡単に言えば、
一定期間権利行使をしないことで、
その権利が消滅してしまうという制
度です。
　「取得時効」は、他人の物や不動
産などを一定期間、自分のものであ
ると信じて占有するなどの条件を満
たすことで、その物や不動産の所有
権を取得できる制度です。
　そして「公訴時効」は、犯罪が終
わってから一定期間が経過すると、
公訴を提起できなくなるという制度
をいいます。
　上述のとおり、消滅時効は一定の
権利行使をしないことで、その権利

が消滅してしまうという制度です。
　例えば、お金を貸した場合に、返
済日を経過してもお金が返金され
ず、そのまま権利を行使することが
できることを知って5年間もしく
は権利を行使できる時から10年間
権利行使をしないと返還を求められ
なくなってしまうというものです。
これは、お金を借りた場合も同様で
す。
　もっとも、消滅時効は「援用」を
しなければ法的に権利が消滅するこ
とになりません。この消滅時効の援
用は、通常内容証明郵便により債権
者に対して消滅時効を援用する旨の
意思表示を行う方法で行います。
　消滅時効は、「援用」を行わなけ
ればなりませんので、消滅時効期間
が経過したということだけでは、権
利が消滅したことにはならないので
注意が必要です。
　例えば、消滅時効期間が経過して
いる状態で、時効の更新事由に該当
する行為を行った場合（お金を一部

返済するなどの債務承認行為）には、
消滅時効期間を経過していたとして
も時効援用権を喪失したとみなされ
てしまう場合があります。そのため、
消費者金融などから借り入れをして
返済せずに長期間が経過している場
合などは、債権者から求められても
安易に返済せず、一旦消滅時効期間
が経過していないか確認するのがよ
いでしょう。
　また、仮に債権者から求められて
お金を一部返済してしまった場合で
も、事情によっては消滅時効の援用
が可能な場合もありますので、その
ような場合にはお近くの弁護士など
にご相談ください。
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今月の担当

阿野  洋志  弁護士
オホーツク枝幸ひまわり基金法律事務所

地域包括支援センターだより　　
　障

しょう
がいのある方

かた
が地

ち い き
域で安

あんしん
心して生

せいかつ
活できるよう支

し え ん
援を行

おこな
います。

困
こま

りごとや悩
なや

みごとを一
いっしょ

緒に考
かんが

え、解
かいけつ

決のためのお手
て つ だ

伝いをさせていただきます。
支
し え ん な い よ う

援内容
・日

にちじょうせいかつ
常生活の困

こま
りごとや悩

なや
みごとについて

・福
ふ く し

祉サービスなどの紹
しょうかい

介
・成

せ い ね ん こ う け ん せ い ど
年後見制度（お金

かね
の管

か ん り
理や契

け い や く こ う い
約行為の支

し え ん
援など）など制

せ い ど
度の紹

しょうかい
介

・地
ち い き か つ ど う し え ん

域活動支援センター「ココカラ」など関
か ん け い き か ん

係機関の紹
しょうかい

介
対
たいしょう

象となる方
かた

・相
そうだん

談を必
ひつよう

要とする障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）およびそのご家
か ぞ く

族
※障

しょう
がいの種

しゅべつ
別や手

てちょう
帳の有

う む
無は問

と
いません

相
そうだん

談は無
むりょう

料です。まずはお気
き が る

軽に問
と

い合
あ

わせください。
担
た ん と う し ゃ ふ ざ い

当者不在のことがありますので、初
しょかいそうだん

回相談は事
じ ぜ ん

前に連
れんらくねが

絡願います。

問雄
お う む ち ょ う ち い き ほ う か つ し え ん

武町地域包括支援センター（雄
おうむちょうちょうしゃべっかんない

武町庁舎別館内）
☎０１５８ ‐ ８４ ‐ ４４９５

無料法律相談会　12 月 2 日㈫　雄武町地域交流センター２階
（事前予約制）　予約受付：紋別ひまわり基金法律事務所　☎ 0158 - 26 - 2277（事前予約制）　予約受付：紋別ひまわり基金法律事務所　☎ 0158 - 26 - 2277

　秋冬宴会プランのご案内　※仕入れ状況などにより、メニューが変更になる場合があります
全 9 品
・小海老の唐揚げエスニック風サラダ
・油淋鶏　特性香味ソース
・上海焼きそば
・海鮮チゲ鍋
・茶碗蒸し
・牛肉の黒胡麻ステーキ
・炙りまぐろ丼
・お吸い物
・ホテル自家製デザート
金額　6,000 円（税込み）
※プラス 2,300 円で飲み放題になり
　ます。

　ケーキ 3 種類・チキン・ピザ、それぞれ限定で 50 個まで予約を承っています。
　ケーキ 3 種類につきましては、11 月 30 日㈰までにご予約いただくと、500 円割引されます。

　クリスマスケーキなどの予約について

ホワイトクリスマス　18cm ブッシュ ド ノエル　21cm

ガトーショコラ　15cm 国産ローストチキン
ミックスピザ　24cm

金額（税込み）
　ケーキ各種　　　　　4,500 円
　国産ローストチキン　2,980 円　
　ミックスピザ　　　　1,000 円
予約期間
　12 月 17 日㈬まで
受 渡 日
　12 月 24 日㈬、25 日㈭
受渡場所　
　ホテル日の出岬フロント
　　14：00 ～ 17：00
　道の駅おうむ 1F
　　15：00 ～ 16：00
予約方法　
　電話またはフロントカウンターにて

看板を寄贈していただきました
　雄武ロータリークラブ様より、クラブ創立 60 周年
記念事業として、ホテル日の出岬の案内看板を寄贈し
ていただきました。誠にありがとうございました。
　なお、いただいた案内看板は、沢木漁港前の交差点、
日の出岬キャンプ場入口の 2 か所に設置しています。


